
（16）

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
の

一
部
を
補
助（
後
期
）

対
象　

つ
ぎ
の
要
件
に
す
べ
て
該
当
す

る
人

①
市
内
の
対
象
住
宅（
共
同
住
宅
の
場
合

は
専
有
部
分
）に
居
住
し
て
い
る
人

②
申
込
日
現
在
で
、
市
税
・
市
の
各
種

貸
付
制
度
に
お
い
て
滞
納
が
な
い
人

③
市
の
ほ
か
の
助
成
制
度
に
よ
る
補
助

を
受
け
て
い
な
い
人

④
対
象
住
宅
が
、
過
去
に
こ
の
補
助
を

受
け
て
い
な
い
人

補
助
額　

工
事
お
よ
び
設
計
費
の
5
％

相
当
額（
1
0
0
0
円
未
満
切
捨
て
）

※
10
万
円
を
上
限
と
し
、
予
算
の
範
囲

内
で
申
込
み
順
と
な
り
ま
す
。

申
込
み　

9
月
12
日（
火
）か
ら
、
見
積

書
と
市
税
の
完
納
証
明
書
を
持
参

の
上
、
建
築
指
導
課
窓
口
へ

対
象
工
事
・
設
計　

費
用
が
20
万
円
以

上（
税
別
）
で
4
月
1
日
以
降
に
着

工
・
着
手
し
、
平
成
30
年
2
月
28

日
ま
で
に
完
了
す
る
も
の

※
市
内
の
施
工
業
者
・
設
計
業
者
に
発

注
す
る
も
の
が
対
象
で
す
。

※
工
事
・
設
計
が
す
で
に
完
了
し
て
い

る
も
の
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

○
改
築
工
事　

住
宅
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
取
り
壊
し
、
改
め
て
住
宅
部

分
を
建
築
す
る
工
事

○
増
築
工
事　

住
宅
部
分
の
床
面
積
を

増
加
さ
せ
る
工
事

○
修
繕
・
模
様
替
え　

住
宅
本
体
の
修

繕
、
模
様
替
え

○
設
備
工
事　

台
所
、
浴
室
、
洗
面
所
、

暖
房
設
備
、
給
湯
設
備

○
公
共
下
水
道
へ
の
接
続
工
事

※
工
事
を
伴
わ
な
い
物
置
や
物
品
の
購

入
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置

費
の
補
助
に
つ
い
て
は
、
環
境
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
住
宅
の
耐
震
診
断
・
補
強
工
事
に
は
、

別
の
補
助
制
度
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

建
築
指
導
課　

内
線
5
 7 

2
・
（
43
）7
6
5
6
、
環
境
課
☎

（
48
）0
3
3
1
・
（
48
）2
2
2
6

国

民

健

康

保

険

被

保

険

者

証

更

新

　

現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
の
有
効
期
限
は
9
月
30
日
ま
で

で
す
。

　

10
月
か
ら
の
新
し
い
被
保
険
者
証

は
、
9
月
中
旬
以
降
、
世
帯
主
あ
て
に

住
民
票
の
住
所
地
に
簡
易
書
留
で
郵
送

し
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
い
た
ら
、

住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
な
ど
の
内
容

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課　

内
線
4

 
4
 0 

4
・
（
43
）1
1
2
5

平
成
29　
・
30　
年
度
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
の
追
加
受
付

　

市（
水
道
事
業
を
含
む
）の
平
成
29
・

30
年
度「
建
設
工
事
」「
設
計
・
調
査
・

測
量
」「
土
木
施
設
維
持
管
理
」
の
競
争

入
札
参
加
資
格
審
査
の
追
加
申
請
を
受

け
付
け
ま
す
。

申
請
方
法　

県
入
札
審
査
課（
〒
3
 3 

0

-

9
3
0
1
さ
い
た
ま
市
浦
和
区

高
砂
3

-

15

-

1
）
へ
郵
送（
当
日
消

印
有
効
、
持
参
不
可
）

有
効
期
間　

平
成
30
年
1
月
1
日
～
平

成
31
年
3
月
31
日

今

月

の

納

税

な

ど

国
民
健
康
保
険
税　
　
　
　
　

第
3
期

介
護
保
険
料　
　
　
　
　
　
　

第
3
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　
　

第
3
期

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
人
は
、
残
高

不
足
な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
夜
間
納
税
相
談

と
き　

9
月
11
日（
月
）午
後
5
時
15
分
～

9
時

と
こ
ろ　

納
税
課

▼
休
日
納
税
相
談

と
き　

9
月
24
日（
日
）午
前
8
時
30
分
～

午
後
5
時

と
こ
ろ　

納
税
課

最
終
日
曜
日
市
役
所
開
庁

　

各
種
証
明
書
の
交
付
や
納
税
相
談
な

ど
の
た
め
、
毎
月
最
終
日
曜
日
午
前
8

時
30
分
～
午
後
5
時
、
市
役
所
の
一
部

を
開
庁
し
ま
す
。9
月
は
24
日（
日
）で
す
。

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、

税
務
課
、
納
税
課

上
下
水
道
料
金
夜
間
窓
口

　

毎
月
、
夜
間（
午
後
8
時
ま
で
）に
上

下
水
道
料
金
を
納
入
で
き
る
よ
う
第
2

浄
水
場
を
開
庁
し
て
い
ま
す
。
9
月
は

28
日（
木
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）0
0
5   

　

0
・
（
48
）0
1
2
0

☎

提
出
書
類　

市
税
完
納
証
明
書（
市
内

業
者
の
み
）、
そ
の
ほ
か
の
書
類
は

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.

pref.saitama.lg.jp/soshiki/

a0212/index.html

）を
参
照

▼
新
規
申
請

対
象　

現
在
、
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス

テ
ム
に
登
録
の
な
い
事
業
者

受
付　

10
月
2
日（
月
）～
20
日（
金
）

▼
追
加
申
請

対
象　

県
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
に

登
録
が
あ
り
、
申
請
自
治
体
、
業
種
、

業
務
な
ど
を
追
加
す
る
事
業
者

受
付　

10
月
2
日（
月
）～
27
日（
金
）　

問
合
せ　

県
入
札
審
査
課
☎
0
4
8（
8 

3
0
）5
7
7
1
・

0
4
8（
8
 3 

0
）4
9
1
4

カ

ス

リ

ー

ン

台

風

パ

ネ

ル

展

示

　

平
成
29
年
は
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
か
ら

70
年
の
年
で
す
。

　

水
害
の
恐
ろ
し
さ
、
防
災
、
避
難
の

重
要
性
の
再
確
認
の
た
め
、
全
49
市

区
町
で
構
成
す
る「
利
根
川
上
流
カ
ス

リ
ー
ン
台
風
70
年
実
行
委
員
会
」
を
1

月
に
設
立
し
ま
し
た
。

▼
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
の

被
害
写
真
な
ど
の
パ
ネ
ル
展

と
き　

9
月
20
日（
水
）
～
26
日（
火
）

と
こ
ろ　

市
役
所
本
庁
舎
1
階
ロ
ビ
ー

問
合
せ　

道
路
河
川
課　

内
線
5
 5 

5
・
（
42
）9
1
1
5
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■
7
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
2
1
5
件（
急
病
1
2
6
件
、
交
通
事
故
26
件
、
そ
の
ほ
か
63
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
災
発
生
件
数
2
件

　
火
災
と
救
急
は
1
1
9
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）9
1
1
9（
幸
手
消
防
署
）〕

65　
歳
以
上
の
人
の
お
宅
を

訪

問

し

て

い

ま

す

　

介
護
福
祉
課
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
職
員
が
、
65
歳
以
上
の
独
居
や

高
齢
者
の
み
の
世
帯
な
ど
を
訪
問
し
、

健
康
や
生
活
上
の
困
り
ご
と
が
な
い
か

を
お
伺
い
し
て
い
ま
す
。

※
訪
問
の
際
は
、
身
分
証
を
携
帯
し
て

い
ま
す
。
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）8
4
3

　

8
・
（
43
）5
6
0
0

埼
玉
県
お
も
て
な
し
大
賞

　

県
で
は
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
精
神
に

富
ん
だ
お
も
て
な
し
を
実
践
す
る
企
業

な
ど
を
表
彰
し
ま
す
。

対
象　

埼
玉
お
も
て
な
し
宣
言
を
し
て

い
る
県
内
企
業
・
団
体

募
集
期
限　

9
月
20
日（
水
）ま
で　

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
o
m
o
t
e
n
a
s
h
i
-

saitama.jp/

）を
参
照

問
合
せ　

県
観
光
課
☎
0
4
8（
8
 3 

0
）
3
9
5
5
・

0
4
8（
8
 3 

0
）4
8
1
9

就
業
構
造
基
本
調
査

　

総
務
省
統
計
局
で
は
、
10
月
1
日
に

就
業
構
造
基
本
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
就
業
に
関
す
る
希
望

や
就
業
異
動
、
育
児
・
介
護
の
有
無
に

つ
い
て
調
査
を
し
ま
す
。

　

調
査
対
象
世
帯
に
は
9
月
下
旬
か
ら

統
計
調
査
員
が
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

政
策
調
整
課　

内
線
6
 8 

3
・
（
43
）1
1
2
2

狂
犬
病
予
防
注
射
は

お

済

み

で

す

か
？

　

犬
の
飼
い
主
は
、
毎
年
1
回
飼
い
犬

に
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
平
成
29
年
3
月
2
日

以
降
受
け
さ
せ
て
い
な
い
飼
い
主
は
、
動

物
病
院
で
受
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
注
射
済
票
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
人
、
老
齢
・
病
気
な
ど
の
理
由
で

予
防
注
射
の
猶
予
を
受
け
た
飼
い
主
の

人
は
、
環
境
課
で
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※
死
亡
・
譲
渡
な
ど
に
よ
り
飼
い
犬
が

す
で
に
い
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　

環
境
課
☎（
48
）0
3
3
1
・

（
48
）2
2
2
6

発

達

障

害

者

就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

　

県
で
は
、
発
達
障
害
に
特
化
し
て
就

労
支
援
を
行
う
発
達
障
害
者
就
労
支
援

セ
ン
タ
ー
（
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
）
を
運

営
し
て
い
ま
す
。

対
象　

発
達
障
害
の
特
性
を
持
ち
、
そ

の
自
覚
が
あ
る
人
で
、
就
労
を
希

望
す
る
人

施
設　

ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
川
口
☎
0
 4 

8（
2
2
7
）3
4
0
0
／
ジ
ョ
ブ
セ

ン
タ
ー
草
加
☎
0
4
8（
9
2
9
）7 

6
0
0
／
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
川
越
☎

0
4
9（
2
4
9
）8
7
7
2
／
ジ
ョ

ブ
セ
ン
タ
ー
熊
谷
☎
0
4
8（
5
 0 

1
）8
9
1
7

問
合
せ　

各
セ
ン
タ
ー
へ

保
育
士
合
同
就
職
面
接
会

と
き　

10
月
31
日（
火
）午
後
1
時
～
4

時（
受
付
け
は
0
時
30
分
か
ら
）

と
こ
ろ　

大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ

内
容　

個
別
面
接
会
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

職
員
に
よ
る
就
職
相
談

対
象　

保
育
士
・
保
育
補
助
な
ど
で
就

職
を
希
望
す
る
人

持
ち
物　

履
歴
書
、
自
己
Ｐ
Ｒ
書
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー
ド（
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
登
録
が
あ
る
人
）

問
合
せ　

埼
玉
労
働
局
職
業
安
定
課
☎

0
4
8（
6
0
0
）6
2
0
8

市
営
住
宅（
幸
団
地
）

入

居

者

随

時

募

集

所
在
地　

中
3
‐
5
‐
32
・
36

募
集
内
容　

2
Ｋ
／
1
戸（
2
階
）

　

3
Ｄ
Ｋ
／
2
戸（
4
階
・
5
階
）

入
居
資
格　

①
市
内
に
在
住
・
在
勤

　

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る（
見
込
み

含
む
）　

③
月
収
15
万
8
0
0
0

円
以
下　

④
税
金
の
滞
納
が
な
い　

⑤
暴
力
団
員
で
は
な
い

※
現
在
、
自
己
所
有
住
宅
、
Ｕ
Ｒ
賃
貸

住
宅
、
県
営
住
宅
に
居
住
の
人
は

応
募
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
Ｕ
Ｒ

賃
貸
住
宅
な
ど
に
居
住
の
人
は
、
申

し
込
み
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
随
時
募
集
と
な
り
ま
す
の
で
、
入
居

者
は
先
着
順
で
決
定
し
ま
す
。

申
込
み　

建
築
指
導
課
で
配
布
し
て
い

る
申
込
書
を
提
出

問
合
せ　

建
築
指
導
課　

内
線
5
7
3
・

　

（
43
）7
6
5
6

ひ

と

り

親

家

庭

児

童

就

学

支

度

金

　

低
所
得
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童
が

中
学
校
へ
入
学
す
る
と
き
、
支
度
金

1
0
0
0
0
円
を
支
給
し
ま
す
。

対
象　

母
子
家
庭
の
母
、
父
子
家
庭
の

父
、
ま
た
は
、
父
母
の
な
い
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人
で
、
平
成
30

年
4
月
に
中
学
校
へ
就
学
す
る
児

童
を
扶
養
す
る
平
成
29
年
度
の
住

民
税
が
非
課
税
世
帯
の
人（
生
活
保

護
受
給
世
帯
を
除
く
）

申
請
期
限　

11
月
30
日（
木
）ま
で

持
ち
物　

通
帳
な
ど
の
振
込
先
が
確
認

で
き
る
も
の

※
期
限
後
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
み
・
問
合
せ　

子
育
て
支
援
課
☎

（
42
）8
4
5
4
・
（
42
）2
1
3
0

キ
ノ
コ
や
有
毒
植
物
に

ご

注

意

を

　

林
や
庭
先
に
生
え
て
い
る
キ
ノ
コ
や

有
毒
植
物
に
は
強
い
毒
を
含
ん
で
い
る

種
類
が
あ
り
、
死
亡
事
例
も
あ
り
ま
す
。

　

食
用
に
よ
く
似
た
も
の
も
あ
り
ま
す

の
で
、
販
売
し
て
い
る
植
物
以
外
は
食

べ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

幸
手
保
健
所
☎（
42
）1
1
0
1

新入学児童就学時健康診断
　平成 30 年 4 月に市内小学校に就学予定
の児童（平成 23 年 4 月 2 日～平成 24 年 4
月 1 日生まれの児）を対象に健康診断を実
施します。今月上旬に案内を郵送します。
都合が付かない場合は、ご相談ください。
※悪天候などで、延期する場合があります。

問合せ　総務課　内線 623・（43）3188

会場 実施日／受付時間

幸 手 小 学 校 10月 04日（水）
午後1時15分～1時 25分

権現堂川小学校 10月 5日（木）
午後2時 ～2時 20分

上高野小学校 10月12日（木）
午後1時15分～1時 30分

吉 田 小 学 校 10月12日（木）
午後1時15分～1時 25分

八 代 小 学 校 10月12日（木）
午後1時 30分～1時 45分

行 幸 小 学 校 10月 5日（木）
午後1時 ～1時 25分

長 倉 小 学 校 10月12日（木）
午後1時 ～1時15分

さかえ小学校 10月 05日（木）
午後1時 ～1時15分

さくら小学校 10月 06日（金）
午後0時 50分～1時15分


